
回覧終了後、事務局は承認申請書、 

回答書を作成し委員長、院長承認を得る。 

倫理委員会申請から審議までの流れ 

 

 
申請者より倫理委員会事務局に申請書類の提出 

(様式第一、第二、その他研究計画書など) 

委員長、薬剤部長と内容について協議し本審査、迅速審査のいずれかを決定する。 

事務局は倫理委員会開催の日程調整を

行う。(委員長、外部委員 2名) 

開催日を申請者、委員に申し伝える。 

委員会用資料の作成は事務局、 

外部委員謝礼準備は事務職員より会計課 

に依頼する。 

事務局は倫理委員会会場設営、委員会議

事録作成を行う。 

事務局は供覧承認用紙を作成。回覧。 

院長承認後、 

事務局は審議結果通知書を作成。 

申請者へ結果をフィードバックする。 

本審査(薬剤部主導) 医療系迅速審査 

(薬剤部主導) 

病院に議事録を提出し承認を得る。 

承認後、事務局は審議結果通知書を作成。 

申請者へ結果をフォードバックする。 

 

議事録、申請書、回覧用紙、結果通知書など審議に用いた書類は事務局で管理。 

年間の倫理委員会審議内容をまとめ、年度末あるいは年度初めの委員会でお知らせする。 

関連書類を薬剤部事務局に提出する。 

学会等迅速審査 

(事務職員主導) 


